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もっと認知症のことを
知りたいときは…

介護健康課　内線235

扶
桑
町
で
は
“
F
U
S
O
認
知
症
た
す
け
隊
”
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　 

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○受講者へは認知症サポーターの証であるオレ
　ンジリングとテキストを無料でお渡しします。
○自治会・学校・会社・活動団体などでお申し
　込みください。（場所、時間、人数等：要相談）
○扶桑町では、認知症になっても地域で安心し
　て暮らせる町になるよう、今後も様々な認知
　症施策を行いますので、皆様の積極的なご参
　加をお待ちしています。

▼認知症に関するお問い合わせ
　・地域包括支援センター　☎ (91)1171
　・介護健康課

成
年
後
見
制
度 

無
料
相
談
会

　
　
　
　
　
　
を
実
施
し
ま
す

介
護
健
康
課　

内
線
２
３
５

　
認
知
症
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
な
ど
の

理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
は
、
不
動

産
や
預
貯
金
な
ど
の
財
産
管
理
や
、
介
護
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
へ
の
入
所
に
関
す
る

契
約
な
ど
を
、
自
分
で
行
う
こ
と
が
難
し
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
を

保
護
し
、
支
援
す
る
制
度
が
「
成
年
後
見
制

度
」
で
す
。

▼
日
時
　
７
月
13
日
（
木
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
３
時

▼
場
所
　
老
人
憩
の
家

▼
相
談
員
　
㈳
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
　
愛
知
県
支
部
　
コ
ス
モ
ス
あ
い
ち

▼
申
込
み
　
介
護
健
康
課
も
し
く
は
老
人
憩

の
家
（
☎
（
93
）
５
５
８
８
）

※
予
約
制
で
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
事

　
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

介
護
健
康
課　
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線
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65
歳
以
上
の
方
（
介
護
認
定
者
を
除
く
）

を
対
象
に
、
有
酸
素
運
動
を
取
り
入
れ
な
が

ら
、
楽
し
く
身
体
と
頭
を
動
か
し
、
認
知
症

を
予
防
す
る
た
め
の
教
室
を
行
い
ま
す
。

　
内
容
は
簡
単
な
運
動
と
脳
ト
レ
で
、
週
に

１
回
（
全
12
回
）
で
す
。

▼
申
込
み
　
７
月
10
日
（
月
）
午
前
８
時
30

分
か
ら
、
介
護
健
康
課
の
窓
口
ま
た
は
電
話

で
受
け
付
け
ま
す
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

「
は
つ
ら
つ
教
室
」
を
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
開
催
し
ま
す

≪強調月間≫ 7月 1日（土）～ 8月 31日（木）

　スローガン
　非行の芽　はやめにつもう　みな我が子

　青少年が心身ともに明るく健やかに成長することは、子を持つ
すべての親の願いであり、県民がひとしく期待するところです。
　このため、家庭・学校・地域社会がそれぞれの果たすべき役割
を認識し、大人が率先して規律ある行動をとるとともに、県民す
べてが力をあわせて非行防止機能の再生・活性化を図り、青少年
の健全な育成を図るための運動を集中的に展開します。

生涯学習課　☎（93）5200
青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動

期　間 時　間 場　所 定員

9 月 7 日～ 11 月 30 日の
毎週木曜日

（11月23日の祝日は除く）

午前 10 時～
11 時 30 分

柏森学習等
供用施設

9 月 7 日～ 11 月 30 日の
毎週木曜日

（11月23日の祝日は除く）

午後 1 時 30 分
～

3 時 00 分
宮島公民館

10 月 4 日～ 12 月 20 日  
の毎週水曜日

午前 10 時～
11 時 30 分

山名学習等
供用施設

各
20
名(

先
着
順)

▼「はつらつ教室」日程表


